
地域障害児支援体制中核拠点としての取組の実施状況について（令和7年度）

法人名

事東所名

住所

違絡先

メールアドレス

問い合わせ担当名

1. 基本要件

項番 確屁事 項

〇 市町村及び 地域の 間係機関との遁携体制を硫保しているか．
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。 2 （自立支援 ）協鰭会の設置が

定である場合
。その場合に は 、 市町村と事前に協 繕・1111整を行い、 市町村が認めたものであること．

〇幅広い発運段階及び多様な陣害特性に応じた専門 的 な発遠支援及び家族支援を提供する体割を確保しているか．

以下のいず れかに該当する 場 合には ． 要件を満たすものとする。ば1 ·霊指 定 放楳後等デイサーピスの指 定 を有 している場合．
法 人及び 同

一 市町村内であって、指定放諜後等デイサーピ スの指 定 を有している事業所との遁携C 体制を確保している場合 （指 定 管理 等の場合であって、
一

体 的 に運用 さ れている場合には他 法 人でも可）。 3 保育所等

2 
訪問支援の指定を有 している、 又は 自治体から の捐助、 委

託

事業等により 、 小学校から高等学校までのいず れかの学校等に訪昇
り 、 上

学齢児に対 して支援を行う
こ

とが可能である場合．

C 一 法 人及び 同
一 市町村内であって、 保育所等訪問支援の指 定 を有 している等の事案所との連 携によ

記
3

の内容を行う体割を碩保している場合。 （指 定 管理 等の場合であって、 一体 的 に 運用 され ている 場 合には他 法 人でも
可

）
。

5令和6年4月1日時点では上記の各取組を実詑していないが 、 令和6年度早期に実施予定である場合
。 その場合には 、 市町村と事前に協謹謂整を行い、 市町村が 認めたものであること．

〇地域の陣害児通所支援事業所との連 携体制を確保しているか．

以下のいず れかに該当する場合には 、 要件を漏たすものとする。ぽ
り

1

．

地

令

域

和

の陣害児通所支援事業所等が参加できる研修会等を開催 している 場 合

3 ［ 的 に、 地域の陣害児通所支援事業所を参集して、 情報共有 の場を設けている 場 合
障 害児支援体割強化事案 や臆害児等疫育支援事業、 その他事業を活用 し 、 地域の陣害児通所支援
こ対して助言·援助を行っている実績がある場合．

6年4月 1 日時点で は 上記の各取組を実結していないが、 令和6年度早 期に実籍予 定 である場合
。その場合には 、 市町村と事前に協

議
謂整を行い ． 市町村が認めたものであること。

〇インクルージヨンの推進体制を惰保しているか．

以下のいず れかに該当する 場 合に は 、 要件を満たすものとする。
1 保育所等訪問支援の指定を有 している場合．

4 
t
2

• 
.
．

そ

制
同

令
の

を
和

一

場

惰
法

6
合

保
年

人

に

し4
及

は

て
月

び
い、1

市

同

る
日

町

一

場

時
村

市
合
点
と

町
（
で
指

事

村

は
定

前
上

内
管

に

で

記
理

協

あ

の
等

議

っ

各
の
て

取
謂

場
、

緑

整

保
合

を
を

育
で

実
行

所
あ

施
い

っ
等

し
て

、

訪

市
て

、

問

い
一

町

支

な
体

村

援

い
的

が

の

が
に

認

指
｀運

め
令

定

用

た
和

を
さ

も
6

有

れ

の
年

し
て

で
度

て
い

あ
早

い
る

る

期

る
場

こ

事

に
と

合
菜

実
．

に
所

施
は
と

予
他

の

定

法

連

で
人
携

あ
で

に

る
も

よ

場
可

り

合
）
、

． （ 

〇入口としての相餃機能を果たす体絹を情保しているか．

以下のいず れかに該当する場合には ． 要件を満たすものとする。

1陣害児相該支援の指定を有 している場合。
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6 
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8 

． 

4発達支援の入口の相該を、 市町村が中心になって行っており 、当 該 相談と 日常的な連携を図りながら
、必要 な支援を提供できる体制があること。この場合には 、 事前に市町村と協譜・謁整を行うこと．
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月1 日時点では 上記の各取組を実施していないが、 令和6年度早 期に実施予 定 である場合

( 、 市町村と事前に協謹訓整を行い、 市町村が認めたものである
こ

と．

〇地域の鴎害児支援体制の状況及び基本要件に関する取組の状況を年 に1回以上 公表しているか．

※令和6年度終了後の公表を想定 しているため 、 令和6年度中は未実施で可

以下に該当する場合には 、 要件を漏たすものとする．
1地填の鵠害児支援体制の状況及び基本要件に定 める取組の状況について 年 に1回以上 公表 している場

合。 この場合、 市町村 や他の加算対象事彙所との運携 により、共同で 作成したものでも差し支えない。

（） 

0自己評価の項目について、外部の者による評価を概ね年 に1回以上 受けているか．
※令和6年度中は 、 今後実範予定 であることでも差 し支えない

以下のいず れかに該当する場合には 、 要件を漏たすものとする。

1第三者紆1i1i等、外部の評価機関による外部評価を受審している場合．

2運営基準に定め ら れている自己評価を行う際に、第三者の同席を求める等、第三者が 参匿する形で自己評価を行っている 場

(5゜

〇 従業者に対する 年 間の研修計画を作成し 、当該 計画に従 い 、 1年 に1回以上 研修を実詑しているか．
※令和6年度中は 、 今後策定 する予 定 であることでも差し支えない

以下に該当する場合には 、 要件を満たすものとする。

1 全従業者を対象とした研修計國を策定 し 、計圃的 に支援の質に関する研修を実施している場合
※基準において実庇が轟務付けら れている、虐待防止に閲する研修及び虐待防止に関する研修等の実能
のみの場合 は不可．

（ア実紐予定の場合は実筵目安とな却阻闊 月頃

特定非営利活動法人あい

多機能型児童発達支援センターペーす

岩倉市西市町桝東37番地1

0587-58-5122 

npohouji n ai@beac h.oc n nejp 

神田健司

実施状況

該当

•岩倉市 自立支援 協饉会のこども部会に参 画 しています。

該当

保育所等訪問支援事業の指 定 を受け、 学齢児への支援も実lliしています 。

該当

市 内の 児童発違支優や放蝶浚デイサーピスの事業所等を対象に、「小 さな勉強会」を間 催 しています．
こども部会を通 して事業所連絡会を開催し 、 事業所間の交流の磯会を設けています。
機能怯化員による地域の輝害児通所支援事業所への巡回訪問を実筋しています．

該当

・保育所等訪問支援事業を実詑しています。小学校等 6施 設へ訪問 しま した。

該当

・「漣害児相訣支援事業あい」にて相該支援事業を実施しています。
保健センターが 実施する各穫健診事案との連携を図り、発違に遅 れ や偏りのあるお子さんとそのご家族がスムーズ

に発遭相談等に繋がる ようにしています ．

・当センターの専門闘（相談員・心 理士・言I!屁覚士
）

が 行政と 連 携 し 、 発違支援の入り口としての相談を実沌していま
す．

該当

•この様式して公表 させていただいています。

該当

・外部の評価機間による受審を 年 1回実施 しています．

該当

・現場スタッフヘの直接支援等に関する研修 は 、 毎年複数回実施しています。

・外部の専門研修の 情Illも積極的に広 報 し、 参加を促しています。



2.体制要件

帷認事項

主として包括的な支援の推進と地壌支援を行う者を記口できる体制があること．

イ 以下の諏揖に該当する者であって、 牒害児通所支援又は隅害児入所支援、 若しくは陣害児相談支援に5
年以上従事した経験のある者を、 児童発達支援給付費の算定に必憂な人員に加えて1以上配口（常動専任による配置）できる
場合（下記口とは異なる者を配置すること） ．

※経験年数は、 資格取得後から当該支援に従事した経験年数とする。

［対象となる靡揖】
理学疫法士、 作素疫法士． 言語屁寛士。 看謹閉員 、 心理担当闘員 ． 保育士、 児童指導員

杢として専門的な発遠支援及び相談支援を行う上で中心となる者を配置できる体割があること。

以下の靡9員に該当する者であって、 陣害児通所支援又は陣害児入所支援、 若しくは障害児相談支援1-5

口
年以上従事した経験のある者を． 児童発達支援給付費の算定に必蔓な人員に加えて1以上配臼（常勤専任による配口）できる
場合（上記イとは具なる者を配匹すること） ．

※経験年数は 、 資格取得後から当該支援に従事した経験年数とする。

（対象となる闘積】
理学攪法士、 作業保法士、 言詣聴覚士、 看謹磁員、 心理担当闘員． 保育士、 児童指導員

多は1璽連携のチームアブローチにより 、 専門的な支援を提供できる体制があること．

理学摂法士、 作集像法士、 言語馳覚土 、 看該日貝、 心理担当磁員 、 保膏士及び児童指導員を全て配霞すること． ただし 、 当該配
日にあたっては 、 以下の点に留意すること。

保育士及び児童指導員については 、 3年以上陣害児通所支援又は陣害児入所支援の集務に従事した経
Iヽ 験を有する者を配四する必要があること．なお． 経験年数は 、 資格取得又はその粽種として配霞された以後の経験に限らないも

のとする。
・ 基準人員、 児童指導員等加配加算 、 専門的支援体制加算により加配した人員...t:記イ及び口の人員でも可能とする．

・ 配四すぺき者に係るほ種のうち2尊IIまでは常勘・常勘換算ではない配置によることも可能であること（例同 一法人内の他の
施設に動務する専門靡の活用等により2尊種を有する者（理学疫法士・作案疫法士1名ずつ）を自事業所に動務させる体割を確
保する等）．
• 同一 者が複数のほ9員を有している場合には、 2謀9重までに限り評価を可能とする。

3. 適合する要件（算定可能な加算）

4. 開始日

加算名称

中核機能強化加算！

中核機能強化加算n

中核機能強化加算m

開始日（予定）

令和7年6月t13

チェック襴

該当

陣害児通所支援にて5年以上従事した経験のある児童指導員を常勧専任Lて配口しています。

非該当

非該当

・理学疫法土 、 作案疫法士の配口は未配雷です．

要 件

,. 基本要件において全てが「該単」＋ 2.体制要件のイ十口十ハの全てが「該当」になる
場合

,. 基本要件において全てが「該当」＋ 2体制要件においてnが土土旦が「該当」になる
場合

,. 基本要件において全てがn釦lU + 2. 体制妻件において1がイ又は口が「該当」にな
る場合

チェック福

゜




